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告
　
　
　
示

山
梨
県
告
示
第
六
百
三
十
五
号

地
方
自
治
法
（
昭
和
二
十
二
年
法
律
第
六
十
七
号
）
第
二
百
六
十
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
甲
府

市
長
か
ら
次
の
と
お
り
町
及
び
字
の
区
域
を
変
更
す
る
旨
の
届
出
が
あ
っ
た
。
な
お
、
こ
の
処
分
は
、

土
地
区
画
整
理
法
（
昭
和
二
十
九
年
法
律
第
百
十
九
号
）
第
百
三
条
第
四
項
の
規
定
に
よ
る
換
地
処
分

の
公
告
が
あ
っ
た
日
の
翌
日
か
ら
そ
の
効
力
を
生
ず
る
。

平
成
十
七
年
十
二
月
五
日

山
梨
県
知
事
　
　
山
　
　
本
　
　
栄
　
　
彦

変
更
前
の
町
及
び
字
の
区
域

変
更
後
の
町
及
び
字
の
区
域

宮
原
町
字
岡
田
一
、
二
の
一
に
隣
接
す
る
大
里

宮
原
町
字
岡
田

町
字
大
北
耕
地
の
水
路
で
あ
る
市
有
地
の
一
部

大
里
町
字
北
耕
地
一
五
五
九
の
一
の
一
部
、
一

大
里
町
字
大
北
耕
地

五
六
六
の
一
の
一
部
、
一
五
六
九
の
一
の
一
部

、
一
五
六
九
の
三
の
一
部
、
一
五
六
九
の
四
の

一
部
、
一
五
七
八
の
二
の
一
部
、
一
五
七
八
の

三
、
一
五
八
〇
の
一
部
、
一
五
八
六
の
一
の
一

部
、
一
五
八
六
の
二
、
一
五
八
六
の
三
、
一
五

八
六
の
五
か
ら
一
五
八
六
の
九
ま
で
、
一
五
八

六
の
一
三
か
ら
一
五
八
六
の
一
五
ま
で
、
一
五

八
六
の
一
六
の
一
部
、
一
五
八
六
の
一
八
、
一

五
八
八
の
一
か
ら
一
五
八
八
の
三
ま
で
、
一
五

九
一
の
二
、
一
五
九
二
の
一
、
一
五
九
二
の
二

、
一
五
九
三
の
一
、
一
五
九
三
の
二
、
一
六
〇

二
の
一
の
一
部
、
一
六
〇
二
の
二
の
一
部
及
び

こ
れ
ら
の
区
域
に
介
在
す
る
道
路
で
あ
る
市
有

地
の
全
部
並
び
に
一
五
五
六
の
一
、
一
五
五
六

の
七
、
一
五
五
九
の
一
、
一
五
六
〇
の
二
、
一

五
六
〇
の
五
、
一
五
六
二
の
一
、
一
五
六
二
の

三
、
一
五
六
六
の
一
、
一
五
六
六
の
四
、
一
五

六
六
の
五
、
一
五
六
九
の
一
、
一
五
六
九
の
三

、
一
五
八
六
の
二
、
一
五
八
六
の
三
、
一
五
八

六
の
五
、
一
五
九
三
の
一
及
び
一
五
九
三
の
二

に
隣
接
す
る
水
路
で
あ
る
市
有
地
の
一
部
並
び

に
こ
れ
ら
の
区
域
に
介
在
す
る
水
路
で
あ
る
市

有
地
の
全
部

大
里
町
字
大
北
耕
地
一
四
九
〇
の
三
に
隣
接
す

大
里
町
字
北
耕
地

る
道
路
、
水
路
で
あ
る
市
有
地
の
一
部

大
里
町
字
東
耕
地
一
九
四
二
の
一
、
一
九
四
二

の
二
、
一
九
四
六
の
二
及
び
こ
れ
ら
の
区
域
に

隣
接
す
る
水
路
で
あ
る
市
有
地
の
全
部

公
　
　
　
告

'

開
発
行
為
及
び
公
共
施
設
に
関
す
る
工
事
の
完
了
に
つ
い
て

都
市
計
画
法
（
昭
和
四
十
三
年
法
律
第
百
号
）
第
二
十
九
条
第
一
項
の
許
可
に
係
る
次
の
開
発
行
為

に
関
す
る
工
事
及
び
開
発
行
為
の
う
ち
公
共
施
設
に
関
す
る
工
事
は
、
完
了
し
た
。

平
成
十
七
年
十
二
月
五
日

山
梨
県
知
事
　
　
山
　
　
本
　
　
栄
　
　
彦

一
　
開
発
区
域
（
工
区
）
に
含
ま
れ
る
地
域
の
名
称

甲
斐
市
竜
王
新
町
字
五
反
田
一
〇
六
七
の
一
、
一
〇
六
七
の
二
、
一
〇
六
七
の
三
、
一
〇
六
七
の

四
、
一
〇
六
七
の
五
、
一
〇
六
七
の
六
、
一
〇
六
七
の
七
、
一
〇
六
七
の
八
、
一
〇
六
九
の
三
の
一

部
、
一
〇
六
九
の
四
の
一
部
、
一
〇
七
三
の
四
、
一
〇
七
三
の
五
、
一
〇
七
三
の
六
、
一
〇
七
三
の

山
梨
県
公
報
　
　
第
千
六
百
二
十
四
号
　
　
平
成
十
七
年
十
二
月
五
日

毎
週
二
回
発
行
月
曜
日
木
曜
日
　
定
価（
消
費
税
込
）一
箇
年
　
一
六
、八
〇
〇
円
（
郵
送
料
を
含
む
。）

八
二
七

山
梨
県
公
報
平
成
十
七
年

十
二
月
五
日

第
千
六
百
二
十
四
号

月　曜　日



七
、
一
〇
七
三
の
八
、
一
〇
七
三
の
九
、
一
〇
七
三
の
一
〇
、
一
〇
七
三
の
一
一
、
一
〇
七
八
の
一

の
一
部
及
び
一
〇
七
八
の
三
の
一
部
の
区
域

二
　
公
共
施
設
の
種
類
、
位
置
及
び
区
域

公
共
施
設
の
種
類
　
　
　
　
　
　
　
　
　
位
　
置
　
及
　
び
　
区
　
域

道
　
　
路

次
の
図
の
と
お
り

水
　
　
路

（
「
次
の
図
」
は
、
省
略
し
、
そ
の
図
面
及
び
関
係
書
類
を
峡
中
地
域
振
興
局
建
設
部
及
び
甲
斐

市
役
所
に
備
え
置
い
て
縦
覧
に
供
す
る
。）

三
　
開
発
許
可
を
受
け
た
者
の
住
所
及
び
氏
名

甲
斐
市
竜
王
新
町
三
百
四
十
二
番
地
二
号
　
株
式
会
社
ラ
イ
フ
プ
ラ
ン
ニ
ン
グ
　
代
表
取
締
役

河
澄
博

'

屋
外
広
告
物
講
習
会
の
開
催
に
つ
い
て

山
梨
県
屋
外
広
告
物
条
例
（
平
成
三
年
山
梨
県
条
例
第
三
十
五
号
）
第
三
十
四
条
の
規
定
に
よ
る
講

習
会
を
開
催
す
る
。

平
成
十
七
年
十
二
月
五
日

山
梨
県
知
事
　
　
山
　
　
本
　
　
栄
　
　
彦

一
　
開
催
日
時

一
日
目
　
平
成
十
八
年
二
月
七
日
午
前
九
時
三
十
分

二
日
目
　
平
成
十
八
年
二
月
八
日
午
前
九
時
三
十
分

二
　
開
催
場
所

甲
府
市
貢
川
一
丁
目
五
番
三
十
五
号
　
山
梨
県
立
文
学
館
　
講
堂

三
　
科
目

１
　
屋
外
広
告
物
に
関
す
る
法
令

２
　
屋
外
広
告
物
の
表
示
の
方
法
に
関
す
る
事
項

３
　
屋
外
広
告
物
の
施
工
に
関
す
る
事
項

四
　
受
講
手
数
料

一
科
目
に
つ
き
千
円
（
受
講
申
込
書
に
一
科
目
に
つ
き
千
円
に
相
当
す
る
額
の
山
梨
県
収
入
証
紙

を
は
り
付
け
、
消
印
し
な
い
こ
と
。）

受
講
手
数
料
は
、
申
込
み
を
取
り
消
し
、
又
は
受
講
し
な
か
っ
た
場
合
で
も
還
付
し
な
い
。

五
　
受
講
申
込
み
受
付
期
間

平
成
十
八
年
一
月
十
日
（
火
）
か
ら
同
月
二
十
三
日
（
月
）
ま
で
（
日
曜
日
及
び
土
曜
日
を
除
く
。）

の
午
前
九
時
か
ら
午
後
五
時
ま
で

六
　
受
講
申
込
書
の
提
出
先

甲
府
市
丸
の
内
一
丁
目
九
番
十
一
号
　
山
梨
県
土
木
部
建
築
指
導
課
（
電
話
〇
五
五
―
二
二
三
―

一
七
三
四
）

'

一
般
競
争
入
札
に
つ
い
て

次
の
と
お
り
一
般
競
争
入
札
を
行
う
。
な
お
、
こ
の
公
告
に
係
る
入
札
は
、
千
九
百
九
十
四
年
四
月

十
五
日
マ
ラ
ケ
シ
ュ
で
作
成
さ
れ
た
政
府
調
達
に
関
す
る
協
定
の
適
用
を
受
け
る
調
達
契
約
に
係
る
も

の
で
あ
る
。

平
成
十
七
年
十
二
月
五
日

山
梨
県
知
事
　
　
山
　
　
本
　
　
栄
　
　
彦

一
　
一
般
競
争
入
札
に
付
す
る
事
項

１
　
購
入
物
品
等
の
名
称
及
び
数
量

山
梨
県
総
合
交
通
セ
ン
タ
ー
庁
用
備
品
　
一
式

２
　
購
入
物
品
等
の
仕
様
等

入
札
説
明
書
で
定
め
る
内
容
等
で
あ
る
こ
と
。

３
　
納
入
期
限

平
成
十
八
年
二
月
二
十
日

４
　
納
入
場
所

知
事
が
指
定
す
る
場
所
（
山
梨
県
南
ア
ル
プ
ス
市
下
高
砂
地
内
）

二
　
一
般
競
争
入
札
の
参
加
資
格

１
　
平
成
十
七
年
度
に
お
け
る
物
品
等
の
特
定
調
達
契
約
に
係
る
一
般
競
争
入
札
に
参
加
す
る
者
に

必
要
な
資
格
等
（
平
成
十
七
年
山
梨
県
告
示
第
百
九
十
七
号
）
の
一
に
定
め
る
競
争
入
札
に
参
加

す
る
こ
と
が
で
き
る
者
で
あ
る
こ
と
。

２
　
こ
の
公
告
に
示
し
た
物
品
等
を
確
実
に
納
入
で
き
る
と
知
事
が
判
断
し
た
者
で
あ
る
こ
と
。

３
　
納
入
す
る
物
品
等
に
係
る
ア
フ
タ
ー
サ
ー
ビ
ス
を
知
事
の
求
め
に
応
じ
て
速
や
か
に
提
供
で
き

る
者
で
あ
る
こ
と
。

４
　
こ
の
公
告
の
日
か
ら
入
札
の
日
ま
で
の
間
に
山
梨
県
か
ら
「
山
梨
県
物
品
購
入
等
契
約
に
係
る

指
名
停
止
等
措
置
要
領
」
に
基
づ
く
指
名
停
止
を
受
け
て
い
る
日
が
含
ま
れ
て
い
る
者
で
な
い
こ

と
。

三
　
入
札
手
続
等

１
　
契
約
条
項
を
示
す
場
所
、
入
札
説
明
書
の
交
付
場
所
及
び
問
い
合
わ
せ
先

郵
便
番
号
四
〇
〇
―
八
五
〇
一
　
山
梨
県
甲
府
市
丸
の
内
一
丁
目
六
番
一
号
　
山
梨
県
出
納
局

管
理
課
調
度
担
当
　
電
話
〇
五
五
―
二
二
三
―
一
三
九
五

山
梨
県
公
報
　
　
第
千
六
百
二
十
四
号
　
　
平
成
十
七
年
十
二
月
五
日

八
二
八



２
　
入
札
説
明
書
の
交
付
方
法

こ
の
公
告
の
日
か
ら
平
成
十
七
年
十
二
月
二
十
日
（
火
）
ま
で
の
山
梨
県
の
休
日
を
定
め
る
条

例
（
平
成
元
年
山
梨
県
条
例
第
六
号
）
に
定
め
る
県
の
休
日
（
以
下
「
県
の
休
日
」
と
い
う
。）

を
除
く
毎
日
、
午
前
九
時
か
ら
正
午
ま
で
及
び
午
後
一
時
か
ら
午
後
五
時
ま
で
三
の
１
の
交
付
場

所
に
お
い
て
交
付
す
る
。

３
　
入
札
説
明
会
の
日
時
及
び
場
所

平
成
十
七
年
十
二
月
十
二
日
（
月
）
午
後
三
時
　
山
梨
県
県
民
情
報
プ
ラ
ザ
（
山
梨
県
甲
府
市

丸
の
内
一
丁
目
八
番
五
号
）
二
階
会
議
室

４
　
入
札
参
加
資
格
確
認
申
請
書
の
提
出
方
法

こ
の
公
告
の
日
か
ら
平
成
十
七
年
十
二
月
二
十
日
（
火
）
ま
で
の
県
の
休
日
を
除
く
毎
日
、
午

前
九
時
か
ら
正
午
ま
で
及
び
午
後
一
時
か
ら
午
後
五
時
ま
で
に
山
梨
県
出
納
局
管
理
課
調
度
担
当

に
持
参
す
る
こ
と
。

５
　
入
札
及
び
開
札
の
日
時
及
び
場
所

平
成
十
八
年
一
月
十
六
日
（
月
）
午
後
二
時
　
山
梨
県
県
民
情
報
プ
ラ
ザ
（
山
梨
県
甲
府
市
丸

の
内
一
丁
目
八
番
五
号
）
二
階
会
議
室

６
　
郵
送
に
よ
る
入
札
書
の
受
領
期
限
及
び
場
所

平
成
十
八
年
一
月
十
三
日
（
金
）
午
後
五
時
ま
で
に
山
梨
県
出
納
局
管
理
課
調
度
担
当
（
郵
便

番
号
四
〇
〇
―
八
五
〇
一
　
山
梨
県
甲
府
市
丸
の
内
一
丁
目
六
番
一
号
）
に
必
着
す
る
こ
と
。

７
　
入
札
方
法

落
札
決
定
に
当
た
っ
て
は
、
入
札
書
に
記
載
さ
れ
た
金
額
に
当
該
金
額
の
百
分
の
五
に
相
当
す

る
額
を
加
算
し
た
金
額
（
当
該
金
額
に
一
円
未
満
の
端
数
が
あ
る
と
き
は
、
そ
の
端
数
金
額
を
切

り
捨
て
た
金
額
）
を
も
っ
て
落
札
価
格
と
す
る
の
で
、
入
札
者
は
、
消
費
税
に
係
る
課
税
事
業
者

で
あ
る
か
免
税
事
業
者
で
あ
る
か
を
問
わ
ず
、
見
積
も
っ
た
契
約
希
望
金
額
の
百
五
分
の
百
に
相

当
す
る
金
額
を
入
札
書
に
記
載
す
る
こ
と
。

８
　
入
札
の
無
効

こ
の
公
告
に
示
し
た
一
般
競
争
入
札
の
参
加
資
格
の
な
い
者
の
行
っ
た
入
札
、
入
札
条
件
に
違

反
し
た
者
の
行
っ
た
入
札
、
入
札
者
に
求
め
ら
れ
る
義
務
を
履
行
し
な
か
っ
た
者
の
行
っ
た
入
札

そ
の
他
山
梨
県
財
務
規
則
（
昭
和
三
十
九
年
山
梨
県
規
則
第
十
一
号
。
以
下
「
規
則
」
と
い
う
。）

第
百
二
十
九
条
各
号
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
入
札
は
、
無
効
と
す
る
。

９
　
落
札
者
の
決
定
方
法

規
則
第
百
二
十
七
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
定
め
ら
れ
た
予
定
価
格
の
範
囲
内
で
最
低
価
格
を

も
っ
て
有
効
な
入
札
を
行
っ
た
者
を
落
札
者
と
す
る
。

四
　
そ
の
他

１
　
契
約
の
手
続
に
お
い
て
使
用
す
る
言
語
及
び
通
貨

日
本
語
及
び
日
本
国
通
貨

２
　
入
札
保
証
金

入
札
に
参
加
し
よ
う
と
す
る
者
は
、
入
札
説
明
書
で
定
め
る
入
札
保
証
金
を
納
付
し
な
け
れ
ば

な
ら
な
い
。
た
だ
し
、
規
則
第
百
八
条
の
二
の
規
定
に
該
当
す
る
者
は
、
こ
れ
を
免
除
す
る
。

３
　
契
約
保
証
金

契
約
を
締
結
し
よ
う
と
す
る
者
は
、
入
札
説
明
書
で
定
め
る
契
約
保
証
金
を
納
付
し
な
け
れ
ば

な
ら
な
い
。
た
だ
し
、
規
則
第
百
九
条
の
二
の
規
定
に
該
当
す
る
者
は
、
こ
れ
を
免
除
す
る
。

４
　
契
約
書
作
成
の
要
否

要

５
　
そ
の
他

詳
細
は
、
入
札
説
明
書
に
よ
る
。

※
　Sum

m
ary

1
N
ature

and
quantity

ofthe
products

to
be
procured

O
ffice

Furniture
ofY
am
anashiPrefecturalG

eneralTraffic
C
enter

2
D
ate
and
tim
e
fortender

2:00PM
January

16,2006
3
B
ureau

in
charge

Procurem
entSection,M

anagem
entD

ivision,Treasury,Y
am
anashiPrefectural

G
overnm

ent,6-1
M
arunouchi1-chom

e,K
ofu-shi,Y

am
anashi-K

en
400-8501

JA
PA
N

TEL055-223-1395

正
　
　
　
誤

ペ
ー
ジ

段

行

誤

正

○
　
平
成
十
七
年
十
一
月
二
十
一
日
掲
載
の
開
発
行
為
及
び
公
共
施
設
に
関
す
る
工
事
の
完
了
に
つ
い

て
の
公
告
中

七
八
五

下

終
わ
り
か
ら
六

甲
斐
市
役
所

昭
和
町
役
場

山
梨
県
公
報
　
　
第
千
六
百
二
十
四
号
　
　
平
成
十
七
年
十
二
月
五
日

八
二
九



発
行
者
　
　
山
　
梨
　
県
　
　
甲
府
市
丸
の
内
一
丁
目
六
番
一
号
　
　
　
　
　
印
刷
所
　
㈱
サ
ン
ニ
チ
印
刷
　
甲
府
市
北
口
二
丁
目
六
番

山
梨
県
公
報
　
　
第
千
六
百
二
十
四
号
　
　
平
成
十
七
年
十
二
月
五
日

八
三
〇


